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資産運用立国構想の始動   
～「実現プラン」の公表

　岸田首相が掲げる「新しい資本主義」の実現
に向けて、2023年に「資産運用立国」という新
たな構想が始動しました。まず、岸田首相が同
年４月の経済財政諮問会議において資産運用立
国を実現すると表明し、同年６月に閣議決定し
た「骨太の方針」（経済財政運営と改革の基本
方針2023）にも明記されました。
　資産運用立国とは、預貯金に滞留している家
計金融資産を国内の資産運用分野の強化などを
通じて投資にシフトさせ、それがさらに家計の
資産所得拡大や企業の成長力向上につながると
いう金融・経済環境を構築するというものです。
　国際的にみて、日本の家計金融資産は現預金
の比率が高く、株式等の比率が低いという傾向
が続いており、現在、政府は「貯蓄から資産形
成へ」を推進しています。こうした中、新たに
資産運用立国構想を打ち出したのです。
　政府は具体的な政策プランを策定するため、
2023年10月、新しい資本主義実現会議の下に「資
産運用立国分科会」を設置し、そこでの議論を
経て、同年12月に「資産運用立国実現プラン」
を公表しました。
　資産運用立国実現プランは、⑴資産所得倍増
プラン（2022年11月策定）、⑵コーポレートガ
バナンス改革の実質化に向けたアクション・プ
ログラム（2023年４月策定）、⑶資産運用業・

アセットオーナーシップ改革（今回策定）、に
よって構成されています。過去に策定された⑴
と⑵も全体の枠組みに含まれるという点には少
し注意が必要です。他方、現在注目されている
のは、今回策定された⑶に関するプランです。

資産運用業等の改革プラン   
～今後の５つの重点項目

　資産運用立国実現プランのうち、⑶に関して
は、今後取り組むべき重点項目として５つが明
記されました〔図表〕。
　1つ目は、資産運用業の改革です。ここでは、
①資産運用力の向上やガバナンス改善・体制強
化、②資産運用業への国内外からの新規参入と
競争の促進、が掲げられています。
　前者では、大手金融機関グループに対し、グ
ループ内での資産運用ビジネスの経営戦略上の
位置づけに加え、運用力の向上やガバナンスの
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資産運用業・アセットオーナーシップ
改革の分野（重点項目）

１．資産運用業の改革

２．アセットオーナーシップの改革

３．成長資金の供給と運用対象の多様化

４．スチュワードシップ活動の実質化

５．対外情報発信・コミュニケーションの強化

〔図表〕資産運用立国実現プラン

出所：「資産運用立国実現プラン」より大和総研作成

第59回 資産運用立国に向けた実現プランの公表

　今年は、政府の「資産運用立国」の実現に向けた取り組みが金融分野の注目テーマの１つとなりま
す。しかし、そもそも資産運用立国とは何かよく分からないという人も多いでしょう。そこで今回は、
資産運用立国の概要を確認した上で、2023年12月に公表された「資産運用立国実現プラン」を解説し
たいと思います。最後に、国民への影響についても簡単に取り上げます。
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改善・強化のためのプランを公表することなど
を求めています。また、金融商品を組成する際
には、運用担当者の氏名の開示などを含む品質
管理のための原則を策定し、金融商品を販売す
る際には、「顧客本位の業務運営」の確保を図
ることとされています。
　後者では、資産運用分野における日本独自の
ビジネス慣行や参入障壁の是正を進めるとして
います。さらに、「金融・資産運用特区」の創
設のほか、新興運用業者への運用資金拠出推進
を図るための「新興運用業者促進プログラム」
の策定も盛り込んでいます。
　２つ目は、アセットオーナーシップの改革で
す。アセットオーナーとは、年金基金や保険会
社、大学のファンドなど資金の出し手のことを
いいます。
　ここでは、アセットオーナーが順守すべき共
通の原則「アセットオーナー・プリンシプル」
を2024年夏をめどに策定するとしました。他に
は、企業年金改革について、人材育成や運用委
託先の見直しを通じた資産運用力の向上に加え、
運用効率化のための共同運用スキームの活用、
運用商品の商品構成の改善、年金加入者のため
の運用の見える化の充実などが示されました。
　３つ目は、成長資金の供給と運用対象の多様
化です。スタートアップ企業への成長資金の供
給を促進し、オルタナティブ投資や気候変動な
ど社会課題の解決に資するサステナブル投資と
いった運用対象の多様化も図るとしています。
オルタナティブ投資とは、伝統的資産とされる
上場株式や債券以外の代替的な資産への投資の
ことであり、商品（コモディティ）や不動産、
未公開株、金融派生商品（デリバティブ）など

が投資対象となります。
　４つ目は、スチュワードシップ活動の実質化
です。政府は、上場企業の企業価値向上に向け
た取り組み等において東京証券取引所と連携し、
さらに機関投資家と企業との建設的な対話（エ
ンゲージメント）を促進するために制度等の見
直しを行うとしました。
　５つ目は、対外情報発信・コミュニケーショ
ンの強化です。日本の金融市場の魅力等を発信
するために「資産運用フォーラム」を設置する
としました。

国民への影響は限定的   
～中長期的な恩恵に期待

　今年は、資産運用業等の改革に関する実現プ
ランの進捗動向が金融分野の注目テーマの1つ
です。例えば、「金融・資産運用特区」の選定
が注目されます。政府は、2024年1月より自治
体からの提案を募集して、夏頃に具体的な支援
策を盛り込んだ具体的なパッケージを公表する
としています。しかし、これまで見てきた内容
から分かるように、実現プランの主な対象は資
産運用業等であり、当面、国民への直接的な影
響は限定的なものにとどまると見込まれます。
　もっとも中長期には、年金基金の収益性が高
まることになれば、日本の年金財政の改善を通
じ、国民にも恩恵が及ぶと期待されます。また、
日本の株式市場が活性化したり、魅力的な金融
商品が登場したりすることになれば、国民の「貯
蓄から資産形成へ」にとっても追い風になるで
しょう。今後の動向についても、しっかり確認
しておくことが大切です。
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